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令和６年２月通常会議  

施設常任委員会報告事項

盛土規制法運用開始に向けての
取組について

（規制区域の候補区域(案)と今後の取組）

令和６年３月１４日

都市計画部 開発調整課

施設常任委員会 都市計画部資料
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１．法改正の概要

・令和３年７月、静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、危険
な盛土等を規制し、盛土等に伴う災害から人命を守ることを主たる
目的として、令和５年５月２６日に「宅地造成等規制法」が
『宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）』に改正された。

① 隙間のない規制（規制区域の指定）
・土地の用途（宅地、農地、森林）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制
・盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積も規制

② 盛土等の安全性の確保
・規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要

③ 責任の所在の明確化
・土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有する（管理責任）
・災害防止のため必要な時は、土地所有者等だけではなく、原因行為者に対しても、是正措
置等を命令（監督処分）

④ 実効性のある罰則の措置
・無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限よ
り高い水準に強化（最大で懲役３年以下、罰金１０００万円以下、法人重科３億円以下）
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〇規制区域：盛土等に伴う災害から人命を守るため、
都道府県知事等が危険な盛土等を規制する区域を指定するもの
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２．規制区域について

宅地
農地

森林
盛土等に伴う災害が発
生するリスクのあるエリ
アは、できる限り広く

規制区域に指定するこ
とが重要

！！

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、
盛土等が行われれば人家等に
危害を及ぼしうるエリアを指定

特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、
地形等の条件から、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定
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検討結果

〇規制区域の抽出方法
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＜宅地造成等工事規制区域＞

集落
市街地

隣接・近接する土地の区域

市街地になろうと
する土地の区域

例）・都市計画区域
（市街化区域）

例）・都市計画区域
（市街化調整区域）

宅地造成等
工事規制区域

（１）市街地・市街地になろうと
する土地の区域の抽出

（２）集落の区域設定

（３）その他区域の設定

（４）市街地・集落等に隣接・近
接する土地の区域の抽出

（６）宅地造成等工事規制区域
の候補区域の設定

（５）盛土等に伴う災害が発生
する蓋然性のない区域の除外

都市計画区域

都市計画区域外で50ｍ
以内に3戸以上の建築

物が含まれる範囲と重
なる100ｍメッシュ

該当なし

市街地・集落等からの距
離が平地・傾斜地にかか
わらず250ｍの範囲

該当なし

要件に該当する範囲
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該当なし

〇規制区域の抽出方法
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（１）保全対象の存する土地の区
域の抽出

（２）保全対象の存する土地の区
域に対し、勾配２度以上で流
入する渓流等の上流域の抽出

（３）隣接・近接する土地の区域の
抽出

（４）その他区域の抽出

（６）特定盛土等規制区域の候補
区域の設定

（５）盛土等に伴う災害が発生
する蓋然性のない区域の除外

＜特定盛土等規制区域＞

宅地造成等
工事規制区域

集落市街地市街地・集落等外の人家等

盛土等の崩落により流出した土砂が、
土石流となって渓流等に流下し、保全
対象の存する土地の区域に到達する
ことが想定される渓流等の上流域

盛土等の崩落により隣接・近接す
る保全対象の存する土地の区域
に土砂の流出が想定される区域

保全対象の存する区域

特定盛土等規制区域

該当なし

検討結果

保全対象の存
する土地の区
域からの距離
が平地・傾斜地
にかかわらず2
㎞の範囲

人家、道路等
の公共施設

水文解析により
渓流等を抽出

市街地になろうと
する土地の区域
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規制区域名
面積
（㎢）

面積比
（%）

＜新法＞
盛土規制法

宅地造成等工事規制区域
（市街地や集落）

349.90 93.41

特定盛土等規制区域
（市街地等に影響を及ぼす区域）

24.69 6.59

＜旧法＞
宅地造成等規制法

宅地造成工事規制区域 200.35 53.49

＜新法＞規制区域の候補区域（案）

・盛土規制法では、市域全域が規制区域となります。

３．規制区域の候補区域（案）
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＜旧法＞宅地造成工事規制区域

（令和７年３月３１日まで）

＜新法＞規制区域の候補区域（案）
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葛川地区  拡大図 ＜新法＞規制区域の候補区域（案）
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４．規制区域の規制内容について

〇規制される対象の行為は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域
で異なる

現況地盤面

盛土

計画地盤面

高さ●ｍ※を

超える崖

・盛土で、当該盛土をした土地の部分に
  高さが●ｍ※を超える崖を生ずるもの

 ※宅地造成等工事規制区域 ： １．０ｍ
    特定盛土等規制区域    ： ２．０ｍ 

許可対象行為として、例えば…

・一時的な土石の堆積で、最大時に堆積す
る面積が●㎡※超となるもの
 ※宅地造成等工事規制区域 ： ５００㎡
    特定盛土等規制区域    ： ３，０００㎡ 

面積

●㎡※超



Lake Biwa

10

５．運用開始へのスケジュール

基
礎
調
査
の
実
施

規
制
区
域

の
作
成

運
用
に
向
け
た
準
備

規制区域内の
盛土等の工事が許可の対象になる(

案)

＜規制区域の指定の流れ＞

令和７年度令和５年度 令和６年度

規
制
区
域
の
公
示

４月

(

指
定)



Lake Biwa

11

＜今後の取組＞

・４月１日 新規制区域指定（公示）

●令和６年度‥新法運用に向けた準備
 ・規制区域の候補区域の公表
・法施行細則の制定

 法の施行に必要な事項を定める
（例えば、申請書の添付書類や書類の様式など）

・手続き条例等の制定
 事前協議や中間検査の特定項目などを定める
例えば、中間検査の特定項目については、１５ｍを超える盛土又は５ｍを超える擁壁
等の構造物を設置する前に地盤改良若しくは抑止杭、基礎杭など地盤の支持強度を
確保するための工事の工程

・違反取締要綱等の改定
・体制づくりの検討

 違反パトロール及び違反対処に関する体制づくり

上記に関する周知、条例制定に伴うパブリックコメントなど

●令和７年度‥新法運用開始
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